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男女共同参画の「現在」を
市民にわかりやすくお届けするニュースペーパー
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女性の賃金は男性の7割ちょっと、DV被害や
養育費未払い…もあるのに！全部自己責任っ
て無理すぎる！
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発行：2025年11月1日 第7号 配布期限：2026年11月30日

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団
〒560-0026
大阪府豊中市玉井町1-1-1-501エトレ豊中5F

いやいやいや？！
男にだって困難はあるよ！！

すてっぷの男性相談

厚生労働省ウェブサイト
「困難な問題を抱える女性への支援」

06-6844-9111
仕事や家庭、孤独など、生きていくうえでのさまざまな悩みを、男性の相談員が一緒に考えます。
電話は直接、男性相談員につながります。匿名でも構いません。秘密厳守。
第２火:18:00～20:00 第４土:13:00～17:00

福祉の視点から支援できる根拠法ができた
→法律に基づいて、支援できる対象が拡がる

Human Rights &Gender Equal

働く女性の増加

社会はさまざまな立場の人で構成されています。
立場が近いからこそ、共感できたり、ホッとすることもあります。
しかし、同じ社会を構成する「別の立場の人々」と、
分断や対立を煽られてはいませんか？

51歳から65歳まで働いたら？
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どちらにも「いいこと」「つらいこと」がそれぞれにあって
更には、同じ属性でも同じ考えとは限りません

2023年の刑法改正

あなたは、悪くない
同意のない性的な行為は「性暴力」です。
相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えない状況であったりしたなら、
本当の同意があったことにはなりません。
また、一つの行為に同意をしたとしても、他の行為に同意したことにはなりま
せん。同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。

令和7年度 「女性に対する暴力をなくす運動」
期間：令和7年11月12日（水）から25日（火）まで

若い女性だけが被害にあう？ 加害者の約８割は顔見知り どのような服装でも被害にあう

悪いのは加害者です、被害者に落ち度はありません。
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不同意性交等 不同意わいせつ
内閣府ウェブサイトより作成

不同意性交等・不同意わいせつ認知件数の推移（全国）

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ
支援センター（全国共通番号） #8891
性暴力に関するSNS相談 Cure time
（キュアタイム）https://curetime.jp/

2023年6月16日、刑法性犯
罪は不同意性交等罪に大幅に
改正、7月23日から施行。

①同意の有無
アルコールや薬物の影響、地位
利用など8項目の要件で、被害
者が同意しない意思を形成・
表明・全うするのが困難な状
態にさせ、性的行為に及んだ
場合に罰することができるよ
うになりました。

②性交同意年齢の引き上げ
16歳未満との性交等が処罰
対象になりました。
（改正前は「13歳」）

など
改正はこの他にもあります。

不同意性交等 不同意わいせつ

2020   2021    2022   2023   2024 2020   2021    2022   2023   2024

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター（全国共通番号） #8891

毎日17-21時

【警察】性犯罪被害相談電話#8103

チャットで相談

男性も被害にあっています。
こどもや高齢者の被害もあります。

友人の間や夫婦・恋人の間で
も被害があります。

露出度の高い服を着ていたせ
いではありません。
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人権政策課 DVC すてっぷ相談室

(■配偶者暴力防止法の令和５年一部改正法情報
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律（令和５年法律第30号。以下「令和５年改正法」とい

う。）が令和５年５月12日に成立し、同年５月19日に公布されました。令和５年改正法は、一部の規定を除き、令和６年４月１日から施行
されました。

https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/32.html

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化＞

接近禁止命令の申立て
「自由、名誉又は財産」に対する加害の告知による脅迫を受けた者を追加

接近禁止命令の発令要件
心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」に拡大

接近禁止命令等の期間を６か月間から１年間に伸長

電話等禁止命令の対象行為に、緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、緊急時以外の深夜早朝（午後10時～午前６時）のSNS等の
送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、位置情報の無承諾取得を追加

被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令の要件注１を満たす場合について、当該子への電話等禁止命令注２を創設

退去等命令の期間について、住居の所有者又は賃借人が被害者のみである場合には、申立てにより６か月（原則は２か月）とする特例を新
設

保護命令違反の厳罰化
１年以下の懲役／100万円以下の罰金 → 2年以下の懲役／200万円以下の罰金

? 被害者の自立支援のための施策注、
? 国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力を必要的記載事項とする

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を
法定化し、都道府県に協議会を組織する努力義務（市町村は「できる規定」）、情報交換
の円滑化等を図るため、協議会の事務に関する守秘義務等を創設

まとめ

精神的DV（心身に重大な危害を受けるおそれ）が、適用範囲となった。
SNSでの人権侵害行為、インターネット、GPS追跡などが明記された。
協議会法制化、守秘義務明記によって、DVについて多機関連携が求められるようになった。

民法等の一部を改正する法律について
令和４年１２月１０日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１０２号。以下「本

法律」といいます。）が成立し、同月１６日に公布されました。本法律のうち、懲戒権に関する規定等の見直しに関する規定は、令和４年
１２月１６日から施行され、その他嫡出推定制度の見直し等に関する規定は、令和６年４月１日から施行されました。

１ 嫡出推定制度の見直しのポイント
○ 婚姻の解消等の日から３００日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫

の子と推定することとしました。
○ 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
○ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
○ 嫡出否認の訴えの出訴期間を１年から３年に伸長しました。

ニュースでの「女性の人権」

国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が日本で初めて行った調査の報告書を公表したことを受け、報告書の中で政府や企業の対応
に課題があると指摘された人権問題の当事者らが会見し、国内の人権機関の設立や有効な対応などを求めました。

各国の企業活動における人権問題などを調べて対応を促す国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会は、去年の夏に日本で初めて行っ
た調査の報告書を公表し
▽ジャニー喜多川氏による性加害問題や
▽アニメーション業界の長時間労働の問題のほか
▽性的マイノリティーへの差別や
▽技能実習生の労働環境などについて課題を指摘しています。

これを受け国際人権NGOが30日都内で会見し、報告書では
▽日本政府には25項目
▽企業に10項目の提言がされているとしたうえで
「ビジネスと人権」の取り組みが不十分だと指摘されていると説明しました。

会見には報告書で言及された人権問題の当事者も参加し、性的マイノリティーの課題に取り組む団体の村木真紀代表は「国や自治体は性的
マイノリティーの理解増進だけでなく、積極的な改善と救済に動いてほしいし、独立した人権機関の設立を求めたい。報告書ではネット上
のヘイトスピーチについても指摘されており、有効な対応を強く求める」と訴えました。

また「ジャニーズ性加害問題当事者の会」の平本淳也元代表は「報告書にあったように問題の解決にはほど遠い憂慮すべき課題が残されて
いる。これを機に企業も含め人権の問題を見直してもらいたい」と話していたほか、石丸志門副代表は「報道関係者は報告書でメディアの
関与が指摘されたことを深く心に刻んでもらい、救済が及んでいない人がまだ数百人もいるということを肝に銘じて報道してほしい」と指
摘していました。

報告書は来月下旬に国連人権理事会に提出される予定です。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240530/k10014466181000.html

“日本は独立した人権機関設立を” 国連人権理事会の作業部会
2024年5月29日 23時26分

国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会は28日までに公表した調査報告書の中で、日本には独立した人権機関がないことに懸念を示
したうえで、救済に障害を生じさせないよう設立を求めるなど、政府にさまざまな勧告をしています。専門家は「指摘を踏まえ国際的な基
準とのギャップを埋められるよう取り組む必要がある」と指摘しています。

目次
被害訴えてきた人「画期的で重大な出来事」

SMILE-UP. “引き続き被害者救済に向け真摯に対応”

各国の企業活動における人権問題などを調べて対応を促す国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会は、去年の夏に日本で初めて行っ
た調査の報告書を公表し、ジャニー喜多川氏による性加害問題のほか、さまざまな人権問題を指摘しています。

具体的には
▽政府から独立した人権機関がないことに深い懸念を示し、救済を求めるうえで障害を生じさせる可能性があるなどとして、人権機関を設
立するよう勧告しています。

このほか
▽賃金や管理職登用などにおける男女格差や
▽東京電力福島第一原子力発電所で廃炉や除染作業などを行う作業員の賃金や健康の問題
▽アニメーション業界の長時間労働の問題などについて課題を指摘しています。

報告書に対する日本政府の見解もあわせて公表されていて、この中で一部の指摘については「事実誤認や一方的な主張と思われる事項が含
まれている」などとコメントしています。

国際人権NGO「ヒューマンライツ・ナウ」の事務局長の小川隆太郎弁護士は「企業が人権を尊重する責任を果たせるよう、国が仕組みを改
善すべきという提言が多い印象を受けた。法的拘束力はないものの真摯（しんし）に受け止め、指摘を踏まえて国際的な基準とのギャップ
を埋められるよう取り組むことが必要だ」と話しています。

報告書は来月下旬に国連人権理事会に提出される予定です。

被害訴えてきた人「画期的で重大な出来事」
国連人権理事会の作業部会が公表した報告書の中で、ジャニー喜多川氏による性加害問題も言及されたことを受け、被害を訴えてきた
「ジャニーズ性加害問題当事者の会」の石丸志門さんは「国連に関係する機関が一企業を名指しして問題提起をしたことは、エンタメ業界
にとって画期的で重大な出来事ではないかと思います」とコメントしています。

また、被害を申告した人への補償を進めている『SMILE-UP.』に対する指摘を踏まえ「弁護士費用が被害者本人の自己負担になっていること
を容認できないとするなど、具体例を示して非難していた点もありました。そうした点は、被害を訴える人にとってとても重要で、
『SMILE-UP.』は指摘されたことについて、改善をしていってほしい」としています。

SMILE-UP. “引き続き被害者救済に向け真摯に対応”
国連人権理事会の「ビジネスと人権」作業部会が公表した調査報告書で、ジャニー喜多川氏による性加害問題についても課題を指摘された
ことを受け、旧ジャニーズ事務所から社名を変更した「SMILE-UP.」はNHKの取材に対し「被害者救済に向けた弊社の努力について一定程度
のご理解を頂いたものと考えておりますが、報告書では何点かの指摘もなされていることから、これらの指摘内容を精査の上、引き続き被
害者救済に向け真摯に対応して参りたい」などとコメントしています。

また、報告書の中で被害者のメンタルケアや補償をめぐる費用負担について課題を指摘されたことについては「被害者救済委員会によれば、
被害者の方から専門家を同席させたい旨の申し出があればこれに応じています。補償プロセスにおいて弁護士のサポートがなくとも補償金
額の算定および支払いを受けられる体制だと聞いています。被害者の方が弁護士を起用する場合でも、補償金額は日本の裁判例で通常認め
られる賠償金額よりも高額な金額が提示されていると認識しており、諸般の費用も含まれる趣旨だと認識しています」などと説明していま
す。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240529/k10014464751000.html

ポイント

日本には国や行政から独立した「人権機関」の設置がありません。このため国連の条約を批准、締結に抵触する内容でも直接的に救済を求
めることが困難であることが指摘されています。直近では、『SMILE-UP.』（元ジャニーズ事務所）の性被害問題が海外から注目されたこと
で、国連人権理事会で取り上げられています。

日本が締結している人権に関する条約（引用：文部科学省）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/siryo/1341098.htm

人権に関する条約等

世界人権宣言
経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（国際人権A規約
市民的及び政治的権利に関する国際規約（国際人権B規約）
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約
あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条約
児童の権利に関する条約（子どもの権利条約
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約（拷問等禁止条約）

詳細は外務省HPで確認できます
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html

第68回国連女性の地位委員会（CSW）で豊中市在住の社会学者神原文子先生がロビー活動で登壇しました。（2024.3.14）ウェブサイトから
講演録を読むことが出来ます。

日本BPW連合会HP
https://www.bpw-japan.jp/japanese/new.html
BPW Internationalは国連の経済社会理事会の諮問機関として、一般協議資格を持つNGOの団体

UNCSW 68 Parallel Event
国連第68回女性の地位委員会・パラレルイベント開催のお知らせ

テーマ：日本社会における子づれシングルの経済的困難について
主 催：認定NPO法人日本BPW連合会・CSW68インターン

日本のシングルマザーの就労割合は世界でも高い
シングルマザーの所得の低さ

→子どもの貧困として注目されてきた

女性の貧困は？

男性の貧困は？

社会全体の所得が低下していく中では個人の防衛だけでは難しい
自己責任ではなく、社会構造の問題
男性の貧困が可視化される中、女性はずっと貧困だった

（読み：ぐりした）大阪難波の「グリコ看板」の下に、家庭に居場所
がない若年者が集まるようになった。犯罪にまきこまれたり、悪意の
ある大人に利用される事件が増えています。※東京の場合「トー横」

男女共同参画 NEWSLETTER

国・地方公共団体・民間の団体の連携・協力

キーワード

グリ下

いやいやいやいや？！
男だって困窮するからね？！

それも、男女共同参画の話です！

男性は「大黒柱」？男は弱音を吐かない？
女性も男性も「自分らしく」「社会で活躍」して、安心し
て暮らせるのが大切だから！男性の支援をしない、って話
じゃなくて、今、届きにくい女性に届ける法律ができただ
け。困っている男性にも支援は必要なのは当然です！

男性相談仕事や家庭、孤独など、生きていくうえでのさまざまな悩みを、男性の相談員
が一緒に考えます。下記の電話番号にかけると、直接相談員につながります。
匿名でも構いません。秘密厳守 第２火:18:00～20:00 第４土:13:00～17:00

一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団

〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-1-
1-501エトレ5F

https://toyonaka-step.jp/

男性相談

•電話・メール 24時間受付
•チャット相談 12:00～22:00

第68回国連女性の地位委員会（CSW）で豊中市在住の社会学者神原文子先生がロビー活動で登壇しました。（2024.3.14）
ウェブサイトから講演録を読むことが出来ます。日本BPW連合会HPhttps://www.bpw-japan.jp/japanese/new.html BPW 
Internationalは国連の経済社会理事会の諮問機関として、一般協議資格を持つNGOの団体。

第68回国連女性の地位委員会（CSW）で豊中市在住の社会学者神原文子先生がロビー活動で登壇しました。（2024.3.14）
ウェブサイトから講演録を読むことが出来ます。日本BPW連合会HPhttps://www.bpw-japan.jp/japanese/new.html BPW 
Internationalは国連の経済社会理事会の諮問機関として、一般協議資格を持つNGOの団体。

2024年（令和6年）4月1日施行

「106万円の壁」は撤廃される議論がされています（2024年11月現在）
社会保険加入対象が週20時間勤務になる、など、共働き世帯の増加にあわせた制度改革がさ
れると、配偶者の扶養範囲は縮小の方向が考えられます。

20-30歳は会社員300万円
31-50歳は配偶者の扶養で3号被保険者
51歳から65歳まで再就職したら社会保険料と年金はどうなりますか？

30秒でわかる！ポイント

不安なままの「年金」

傷病手当金がもらえます障害年金がもらえます

遺族年金の見直しが進む現在、養育する子がいない場合に、女性は30歳以上なら
無期で支給されるが男性は55歳以上でなければ支給され
ない。女性の就業者が増加しているため、今後は現役世
代である「養育する子のない妻」への支給は縮小される
可能性があります。現在受給中の方への影響はありませ
ん。

■厚生年金に加入していると受けられる補償が増えます

UP

背景にある、固定的性別役割分担意識とジェンダー意識

男女共同参画社会の
実現をめざす

内閣府「男女共同参画白書」令和4年版より

「現在あなたがお住まいの地域や勤務先で、下記
のようなことはありますか。最も当てはまるものを
お選びください。→「ある」の回答率
※他「お茶出し」「世間体」など全項目で南関東がもっとも低い

白書では東京圏に東京都など都心部の利便性な
どが地方よりもメリットとなりやすいことは想定
できます。
しかし、調査では、女性たちが「より自分が決め
た選択を尊重されるように、より働きやすく、成
果を得られるよう、合理的に選択している結果
があらわれています。
結果として、昭和型の固定的性別役割分担意識
から逃れられる選択を行っていることが推察さ
れます。

白書では、地方の女性たちの人口が減ることで、
未婚の男女比のバランスが崩れ、婚姻数が減少、
少子化も進む懸念をまとめていました。

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。

ネット検索し、複数の情報を読み比べましょう。本
や新聞など、ネット以外で調べるのもお勧めです。

男女共同参画基本計画に関係する予算は2項目に分
かれている。

「男女共同参画社会の形成を目的とする施策・事業」
の予算は約3200億円。「男女共同参画社会の形成に
効果を及ぼす施策・事業」の予算は約10兆2400億
円。

これらを合わせると約10兆5600億円となり、検証
対象の主張する「9兆円」よりさらに大きい額になる。全国の市議会、近隣市では実際どうなの？

衆議院女性議員 10.1％
参議院女性議員 20.7％
都道府県議会女性議員 10.1％
市区町村議会女性議員 13.1％
国会議員の女性議員比率（衆議院10.1％）は
世界193か国中158位※（OECD諸国中最下位）

10位：大阪府 堺市595人 / 1354人 43.9%
33位：兵庫県 尼崎市252人 / 630人 40.0%
※都市部では議席数が多いほど女性割合は上昇する傾向がある
※地方では傾向が異なる

都道府県
議会

10.1％

衆議院
10.1％

参議院
20.7％

市区町村
議会

13.1％

独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）が
2023年11月に実施した「第3回若年者の能力開発と
職場への定着に関する調査」では、女性の離職理由に

ついて、第2回調査である2018年時点で「結婚・出産

のため」が1位であったが、2023年時点では「8位」と
変化しています。結婚や出産を理由とした離職が減少し、
女性が結婚・出産後も、働き続けていることを示してい
ます。

豊中市の女性の就業者は、2010年から2020年をみ
ると、男性が減少に対して、女性は増加しています。（令
和6年豊中市統計書より作成）

一方で、豊中市の女性の雇用者のうち、非正規雇用割合
は女性56.4％となっていて、男性の22.1％より高く
なっています。（令和4年就業構造基本調査）女性は家庭
との両立のために、働き方が柔軟な非正規雇用や短時
間勤務を選ぶことがあり、結果、賃金が低くなってしまう
ことが考えられます。

暴力…の延長線にある「DV（ドメスティック・バイオレンス）」

豊中市のDV支援の現場より 財団報告書「豊中市におけるコロナ禍での女性の社会的困難」より

豊中市
27.3％

支援員の話から…

（図表 14） DV 相談件数配偶者暴力相談支援センター(DVC) すてっぷ相談室合計 2019 567 259 826 2020 835 169 1004 2021 852 164 1016 豊中市
第２次男女共同参画計画改定版・第２次豊中市 DV 対策基本計画年次報告書（2023）より抜粋

男女共同参画局/配偶者暴力
防止法についてはコチラ

24時間受付・チャットあり

0120-279-889

06-6152-9893豊 市中

秘密厳守・専門の相談員が対応・相談や一時保護など配偶者暴力相談支援センター

市政年鑑、一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団事業報告書
豊中市女性支援係資料より財団作成

豊中市のDV相談件数

DVとは？

（DV相談件数が）最も顕著に増加したのは、コ
ロナ禍での「特別給付金」をきっかけとしたも
のでした。住民票上の世帯ごとに世帯主に支給
される制度だったため、それまでDV で逃げてい
た方、住民票上は離婚が成立していない別居中
の方の多くが、DVCに受け取り方法の相談に来ら
れました。中には、初めて「自分が苦しんでい
たのが DV だった」と気づかれるケースもありま
した。暴力の渦中にいる被害者の多くは、「自
分が我慢すれば」、「自分が悪いから」という
自責に陥り、自分がDV を受けていると気づけな
いことが多いのです。

DVの構造と、回復への途
暴力やDV は、コロナ禍で引き起こされたもので
はありません。以前からあった家族内での支配
関係が、コロナ禍の外出自粛などで、一緒に過
ごす時間・機会が増え、DV や暴力となって加速
化、または深刻化したものです。
特に長期間、DV の中で過ごした場合に、被害者
は絶望体験を積み重ね、自己決定する力を失
ったパワーレスな状態に陥ってしまい、回復ま
でには多くの時間が必要になります。

被害者の多くが女性

2017年に、DV相談機能を「すてっぷ相談室」から
移管。相談だけではなく、一時保護など自治体とし
てワンストップで対応するために設置されました。

豊中市配偶者暴力相談支援センター
（DVC）

「豊中市におけるコロナ禍での女性の社会的困難」より抜粋（一部加工）

「豊中市におけるコロナ禍での女性の社会的困難」「コロ
ナ禍の女性の社会的困難」と支援の課題より抜粋

パワーレスからエンパワメントにつなぐ

豊中市配偶者暴力相談支援センター
（DVC）

回復…エンパワメントへの鍵

相談 居場所 自己決定

年度

件数

被害者には一部
男性も存在。
被害者本人以外
からの相談も受付
ています。DV・デートDV

相談延べ件数
993件
2024年度
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